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広報

児

　10 月 11 日～ 20 日まで実施された全国地域安全運動に併せ

て、安芸警察署管内にて地域安全協会関係者らによる啓発パレー

ドが行われました。10 月12 日に本市役所で行われた出発式では、

矢ノ丸保育園の園児 23 人が、県東部 7 市町村の地域安全への思

いを込めた紙風船を飛ばしました。

26 　　  ふるさと納税返礼品協力事業者 募集特集



2広報あき 令和2年 11月



3 広報あき 令和2年 11月



→　時刻表のお問い合わせは、 総務課 ☎35・1000まで 4広報あき 令和2年 11月



市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→5 広報あき 令和2年 11月



→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課 ☎35・1000 6広報あき 令和2年 11月



安芸市ホームページはバナー広告を募集中　→7 広報あき 令和2年 11月



→　時刻表のお問い合わせは、 総務課 ☎35・1000まで 8広報あき 令和2年 11月



市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→9 広報あき 令和2年 11月



健診場所
受診者数／対象者数

（受診率）
目標達成

（46％）まで

健康ふれあい
セ ン タ ー ・
市民館　　　

あと 380 人

江 川 公 民 館 あと 48 人

下 山 公 民 館 あと 26 人

伊尾木公民館 あと 103 人

川 北 公 民 館 あと 168 人

健診速報 40 ～ 74 歳　国保被保険者の特定健診

65人／505人（12.9%）

56人／344人（16.3%）

17人／92人（18.5%）

22人／152人（14.5%）

259人／1387人（18.7%）

＊上記の人数は、公民館での集団健診のみの受診人数となっています。

▽と　き　11 月 19 日（木）
　① 18 時 ～ 18 時 30 分

　② 18 時 30 分 ～ 19 時

　③ 19 時 ～ 19 時 30 分

　④ 19 時 30 分 ～ 20 時

　お好きな時間を選んで、電話または

来所にてお早めにご予約ください。

  特定健診などのお知らせ

■問　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　☎32・0300　632・0301

11月は、女性限定の
予約健診があります！

　11 月 19 日の 9 時～ 11 時、13 時 30 分～ 15 時

30 分は男性も受診できます。今年は特定健診も完全

予約制で行います。受診券、受診票、問診票のない

人は元気館までご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染症感染予防対策のため

マスクの着用、手指の消毒などをお願いしていま

す。対策をしっかりと行い、健診を受けましょう！

気の合う仲間と

健診受診！

1年に 1度は

「からだを点検」！

自分の健康は自分で

守らなくちゃ！

仕事が終わって

からでも健診が

受けられる！

しかも

待ち時間なく

スムーズ！

＊年齢は令和 3 年 3 月 31 日現在の満年齢です。▽ところ

　健康ふれあいセンター「元気館」

▽対象・料金

▽検査項目

　尿検査、身体計測 ( 身長、体重、腹囲 )、問診、

　血圧測定、診察、血液検査

19 ～ 39 歳の国保被保険者
または社保被扶養者の女性

1,300 円
（＊非課税世帯は無料）

40 ～ 74 歳の国保被保険者 無　料

75 歳以上の後期高齢者医療被保険者 無　料

予約健診の診察医
は女医さんです

■問・申込　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　　 　☎32・0300　632・0301

歯科健診があります

　人生 80 年の時代。健康な生活を

送るためには歯のケアが必要です。

　ぜひチェックしましょう！

▽と　き

　11 月 19 日（木）

　14 時 ～ 14 時 30 分（受付）

▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」

▽対象者　19 歳以上の男女

▽料　金　無料　＊要予約

無料

→　お子さんかお孫さんを紹介してみませんか？ 10広報あき 令和2年 11月



検診（健診）項目 対象者 自己負担金

①胸部検診 ( レントゲン検診） 40 歳以上の男女 無料

②特定健診 40 歳～ 74 歳の男女 無料

③特定健診に準じた健康診査
19 ～ 39 歳の国保の男女

} 1,300 円
19 ～ 39 歳の社保被扶養の女性

④後期高齢者健康診査 後期高齢者医療の被保険者男女 無料

⑤肝炎ウイルス検査
これまでに市の肝炎ウイルス検査を
受けたことのない、40 歳以上の男女

700 円

⑥胃がん検診（集団検診・バリウムによる検診） 50 歳以上の男女（2 年度に 1 回の受診です） 900 円

⑦胃がん検診（個別検診・医療機関による、胃内視鏡検診） 50 歳以上の男女（2 年度に 1 回の受診です） 3,400 円

⑧前立腺がん検診 50 歳以上の男性 600 円

⑨大腸がん検診 40 歳以上の男女 500 円

⑩子宮頸がん検診 20 歳以上の女性（2 年度に 1 回の受診です） 800 円

⑪乳がん検診 40 歳以上の女性（2 年度に 1 回の受診です） 1,000 円

健康テレホンサービス

☎ 088・832・5266　11 月の週間予定表

月 歯科治療における自費と保険の分かれ道

火 小児の血尿・蛋白尿

水 摂食・嚥下障害と誤嚥性肺炎

木 便に血が混じる病気～潰瘍性大腸炎～

金 頭を打った時

土日 顔の皮膚炎

提供：高知保険医協会

11 月の休日在宅当番医

1日 森澤病院 ☎ 34・1155

3日 津田クリニック ☎ 34・1195

8日 芸西病院 ☎ 33・3833

15日 安芸クリニック ☎ 35・3575

22日 森澤病院 ☎ 34・1155

23日 森澤病院 ☎ 34・1155

29日 深谷内科 ☎ 33・2401

診療時間：9 時 ～ 17 時

県立あき総合病院（☎34・3111）は救急に対応

項　目 月　日 受付時間 ところ

無医地区診療 11月24日（火） 14:10～15:00 大井公民館

健康相談 11月10日（火） 10:00～12:00 市民館別館

愛の献血

11月12日（木）

10:00～11:30 安芸警察署

13:30～16:30
県立あき
総合病院

つくし会

11月 6日（金）
10:00～13:00

健康ふれあい
センター

「元気館」11月27日（金）

13:30～15:00

栄養教室

自主運動

室内用シューズ・
水分・タオル

持ち物

生活習慣病
予防サークル（ ）

　400㎖献血をお願

いしています。

　睡眠、食事が十分に

取れて体調の良い人

にお願いしています。

項　目 月　日 受付時間 ところ

特定健診

後期高齢者健診

胸部検診
（肺がん・結核検診）

肝炎ウイルス検査

前立腺がん検診

大腸がん検診

11月19日（木）

9:00～11:00
13：30～15：30

健康ふれあい
センター

「元気館」11月20日（金）
7：30～11:00
13：30～15：30

胃がん検診 11月20日（金） 7：45～9:15

歯科健診 11月19日（木） 14：00～14:30

項　目 月　日 受付時間 ところ

胃がん検診 12月6日（日） 7：45～9:15

健康ふれあい
センター

「元気館」

大腸がん検診
（回収）

12月6日（日）
7：30～11:00
12：45～15：00

乳がん検診

12月6日（日）
9：00～11:00
13：00～15：00

12月7日（月） 9：00～11:00
（AMのみ）

子宮頸がん検診

12月6日（日）
8：45～11:00
12：45～15：00

12月7日（月） 8：45～11:00
（AMのみ）

18:00～20：00
（夜間／女性限定）

飼い犬・飼い猫の
引き取りなどに
関する相談窓口

 飼い主には、飼っている犬や猫を終生まで飼養および

管理を行う責任があります。やむをえず飼えなくなった

場合は、新たな飼い主を探し、譲渡するなど、犬・猫

が生涯を全うできるよう努力しましょう。どうしても飼

い続けることができなくなった場合は、下記窓口までご

相談ください。

■問　安芸福祉保健所☎34・3173

その他

＊大腸がん検診を受診希望の人は事前にお申し込みください。

　キットをお送りしますので、採便したものを検診日にお持ちください。

各種健（検）診

がん検診

■問　健康ふれあいセンター「元気館」

　　　☎32・0300　632・0301

あなたと、家族のためにぜひ受けましょう！

がん検診・特定健診

＊事前に申し込みが必要です。　＊70 歳以上の人は、市が実施する上記⑥～⑪の検診は無料です。

＊胃がん検診は、集団検診か個別検診のいずれかで、2 年度に 1 回の受診になります。

「赤ちゃん集まれ！」のコーナーでは、写真を募集中　→11 広報あき 令和2年 11月



乳幼児健診 あきっ子あつまれ！
■問　健康ふれあいセンター「元気館」

☎32・0300　632・0301

■問　健康ふれあいセンター「元気館」

☎32・0300　632・0301

■問・申込　安芸市社会福祉協議会

　　　　　  ☎35・2915　635・8549

３～４カ月児健診
▽と　き　11 月 10 日（火）12 時 30 分～

▽対　象　令和 2 年 7 月生まれ

　　　　　（個別通知します）

▽と　き　11 月 27 日（金）10 時 ～ 12 時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）

▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　乳幼児とその保護者
▽持ち物　お子さんを預けられる人は、バスタオル、
　　　　　おむつ、お茶、さ湯など
＊参加希望の人は、下記まで申し込みをお願いします。

＊なかよし広場と同時開催です。

◯あきっ子広場

◯あかちゃん・もぐもぐ教室（離乳食講習会）

9～10カ月児健診
▽と　き　11 月 17 日（火）12 時 30 分～

▽対　象　令和 2 年 1 月生まれ

　　　　　（個別通知します）

1歳 6カ月児健診
▽と　き　11 月 10 日（火）13 時 ～

▽対　象　平成 31 年 2 月生まれ

　　　　　（個別通知します）

3歳児健診
▽と　き　11 月 17 日（火）13 時 ～

▽対　象　平成 29 年 7 月生まれ

　　　　　（個別通知します）

健康ふれあいセンター「元気館」

ところ（全日共通）

ボランティアと一緒に遊ぼう!
預けるだけでもOKです！（ ）

▽と　き　11 月 4 日（水）　10 時 ～ 12 時

　　　　　（受付：9 時 30 分 ～ 9 時 45 分）

▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」

▽対　象　乳幼児とその保護者

▽持ち物　母子健康手帳、筆記用具、子どもさんの

お世話グッズ（ミルク・さ湯・おむつ・ガーゼ

など）お持ちであればお子さんが現在使っ

ている離乳食用スプーンやスタイなど

参加を希望する人は元気館までお申し込みください。
＊子育てボランティアがお子さんをお預かりします。

児童虐待など気になる子どもを発見したらまず連絡を！
■問　福祉事務所こども係☎35・1009　635・1028

　11 月は児童虐待防止推進月間です。「子どもの様

子がおかしいな」「虐待かも？」と感じたら、連絡や相

談をしてください。あなたの一報が苦しい思いをしてい

る子どもや保護者への支援につながります。

　子どもが言うことを聞かないために、ついきつく叱る、叩

いてしまったなど、子どもへの接し方に悩むことはありませ

んか。一人で悩まず、誰かに話を聞いてもらうことや専門機

関に相談することで、解決策がみつかるかもしれません。

オレンジリボンには「子ども虐待防止」のメッ

セージが込められています。

　「しつけ」と「虐待」は違います。子どもの身体や心

に「苦痛」を与えることが「虐待」になります。「虐待」

は次の 4 つに分類されますが、単独ではなく重複して

いることが多くあります。

○児童虐待とは

　電話のほか、FAX やメールでも構いません。
＊時間をかけて情報収集する必要はありません。
　不明な点があってもご連絡ください。
＊上記の虐待項目に該当しなくとも、不適切な養育だと思

われる場合にはご連絡ください。
＊相談者の情報は堅く守られます。虐待の事実がないと分

かっても、責任は問われません。

○連絡、相談の方法

●平日・昼間

☎35・1009　635・1028
*kodomo@city.aki.lg.jp

・福祉事務所こども係

・家庭児童相談室☎635・2920

●休日・夜間

・市役所代表☎34・1111　635・4445

●緊急時

■連絡、相談先

【子育て中の皆さんへ】

「189（いちはやく）知らせて守る こどもの未来」
令和 2 年度標語最優秀作品

①身体的虐待

②性 的 虐 待

④養育放棄、怠慢（ネグレクト）

③心理的虐待

頭部、腹部、胸部の殴打など、玄関やベランダに
締め出し、子どもが求めても中に入れない など（ ）

子どもの面前でのDV 行為、子どもに対して必要
以上の叱責、兄妹との極端な差別・無視  など（ ）

夜間子どもだけでの放置、登校・登園させないなど、監護が
不十分・不衛生 など（ ）

性的行為の強要、児童ポルノの被写体にする  など（ ）

・高知県中央児童相談所（高知市若草町 10-5）

事件性のある場合は、迷わず警察へ（110 番）

☎088・821・6700　または「☎ 189」

広報あきでは、地域の話題・情報をお待ちしています。　■問　総務課 ☎35・1000 12広報あき 令和2年 11月



子育て information子育て information

地域子育て支援センター
■問　地域子育て支援センター（安芸おひさま保育所内）

☎・637・9310

　子育てを一人で頑張っていませんか？みんな悩みながら

も子育てしていることに共感したり、子育てが少しでも楽

しくなるように、悩みを話せる子育て仲間や、子どもたち

の小さな出会いの場として、気軽にご利用ください。

○なかよし広場
　子育て仲間との交流の場として、元気館のホール

にて親子で楽しめる広場を開催しています。

『ママのリフレッシュヨガ』
▽と　き　11 月 12 日（木）

　　　　　10 時 ～ 12 時

▽ところ　健康ふれあいセンター『元気館』

▽持ち物　着替え、タオル、お茶など

＊ヨガマットなどがある人は持ってきてください。

○保育室・園庭開放
　安芸おひさま保育所の保育室や園庭を開放して

います。子ども同士、保護者同士のふれあいの場

としてご利用ください。

▽と　き　平日 9 時 ～ 16 時

○体験入園
▽と　き　11 月 5 日（木）、10 日（火）、17 日（火）、

　　　　　　　　24 日（火）、26 日（木）

　　　　　9 時～ 12 時

▽ところ　安芸おひさま保育所

▽持ち物　着替え、お茶、タオルなど

○電話相談・面接相談
　育児の悩みなどお気軽にご相談ください。

　面接相談の際は事前にご連絡ください。

▽と　き　平日 9 時 ～ 16 時

■問　市民課市民係☎35・1001 ＊承諾をいただいた人のみ紹介しています。

お誕生おめでとう

【安芸】

大崎 貴史・由貴

山村 賢司・千秋

岡田 洸太・育代

女

男

女

9 月 1 日

9 月 2 日

9 月 30 日

梢
こずえ

文
ふみや

也

來
くこ

己

保　護　者 性別 赤ちゃん 誕生日 保　護　者 性別 赤ちゃん 誕生日

9 月生まれ

■問　安芸おひさま保育所☎・637・9310

○巡回体験入園・巡回相談
　月に１回地域の保育所で開催しています。絵本や手

作りおもちゃがありますので、遊びに来てください。

▽と　き　11 月 19 日（木） 

　　　　　10 時 ～ 11 時 30 分（体験入園）

　　　　　13 時 30 分 ～ 15 時 30 分（育児相談）

▽ところ　井ノ口保育所

＊今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、急遽中止となる場合があります。

○一時保育をご利用ください

▽対象児童　安芸市在住の満 1 歳

                  ～ 就学前まで

▽定　　員　1 日あたり 5 人

▽利用日数　1 カ月あたり 14 日以内

▽利 用 料　半日 1,000 円　1 日 2,000 円

【川北】

佐伯 雄樹・麻未 男 9 月 7 日朋
ともや

哉

【土居】

安田 優希・知恵 女 9 月 28 日凛
りん

▽利用時間　平日（土、日、祝日を除く）

　　　　　　1 日（8 時 30 分 ～ 16 時 30 分）

～ 12 月普通食～

▽と き　12 月 15 日（火）

▽申 込　12 月 10 日（木）

　　 　　締切

▽定 員　1～5歳まで10人

▽食 費　300 円

○給食試食会
　 保育所の給食を親子で一緒に体験してみませんか。

～ 11 月普通食～

▽と き　11 月 17 日（火）

▽申 込　11 月 12 日（木）

　　 　　締切

▽定 員　1～5歳まで10人

▽食 費　300 円

半日   8 時 30 分 ～ 12 時 30 分

　　　または 12 時 30 分

　　　　　　　　 ～ 16 時 30 分

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加

を中止します。

安芸おひさま保育所のもちつきへの参加は中止します

　保護者の一時的な就労や疾病、入院などにより一

時的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者の

育児疲れの解消など、家庭での子育ての負担を軽減

するためにお子さんを一時的にお預かりします（利用

申込・面接が必要です）。

家庭や子育てに関する相談　■問　家庭児童相談室 ☎35・292013 広報あき 令和2年 11月



国（内閣府）
女性相談支援センター こうち男女共同

参画センター「ソーレ」
警　察 市窓口

暴力被害者
女性

DV被害者である男性  
女性・男性 暴力被害者 市内在住の人

☎0120・279・889
☎＃8008

＊メール、チャット
でも相談可

☎088・833・0783

女性対象相談
☎088・873・9555

男性対象相談
☎088・873・9100

警察本部の総合相談係

最寄りの警察署の
生活安全担当課

☎080・3167・2918
相談員は

こうち被害者
支援センターの
女性役員です。

◆電話・メール◆

24時間受付

◆チャット相談◆

12時 ～ 22時

◆電話相談◆

月～金
9時～17時15分

18時～22時
土・日・祝日
9時～20時

◆来所相談◆

月～金（要予約）

9時～17時15分
＊いずれも年末年始は除く

◆女性対象相談◆

休館日を除く
9時～17時

＊12時～13時を除く

◆男性対象相談◆

（事前予約制)

第1・3火曜日、第4水曜日
18時～20時

夜間・休日は、
当直員対応

緊急の場合は、
110番へ

毎月第2、第4金曜日
（祝日は除く）

10時～15時

相
談
先

対
象
者

電
話
番
号

相
談
時
間
な
ど

＃9110または
☎088・823・9110（ ）

休館日：第2水曜日、
祝日、年末年始（ ）

第2・第4以外の
平日8時30分
～17時15分は

福祉事務所
障害ふくし係
 ☎35・1009

635・1028

と　き 内　容 ところ

11 月 13 日（金）

18 時 30 分 ～

20 時 30 分

（18 時 ～ 受付）

「発達障害の理解とその対応方法について」
～生きづらさや特性を理解し、人と人がつながっていくために～

▽講師　高知県立療育福祉センター発達障害者支援センター

　　　　所長　川村郁子さん

総合社会福祉センター

3 階大ホール

（寿町 2-8）

11 月 20 日（金）

18 時～ 20 時

（17時30分～受付）

「市内の就労継続支援Ｂ型事業所と

  障がい者雇用事業所の取り組み紹介」
消防防災センター

（避難室）

（西浜 190-1）

［配偶者暴力相談支援センター］

▽雇用事業所

　土佐備長炭「一
いち

」

▽B型事業所

　安芸市ワークセンター

　ゆうハート安芸、ホップあき

　ＴＥＡＭあき

暴力は重大な人権侵害です！

令和2年度 障がい児・者の理解と対応研修会

■問　福祉事務所障害ふくし係☎35・1009　635・1028

■問　福祉事務所障害ふくし係☎35・1009　635・1028

　11 月 25 日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。

　暴力は、男女を問わず、いかなる場合も、決して

許されるものではありません。万が一、あなたが、

配偶者などから暴力を受けているとき、または、暴

　日ごろ、障がいがある人など、生きづらさを抱えて

いる人に接する中で、「自分の対応はこれでいいのか」

「本人はどうしてこんな行動をするのか」など迷い

を持ちながら接している声が聞かれます。また、平成

28 年４月から障害者差別解消法も施行され、地域全

体で障がい者への理解をさらに深めていくことも求め

～ 安心してください。秘密は守られます。～

力をふるってしまう自分を変えたいときは、一人で

悩まずに相談してみませんか。相談することで、問

題解決の第一歩を踏み出しましょう。

られています。

　安芸市では障がい児・者への理解と対応について

の研修会を下記の日程で開催します。どなたでも参

加できる、ざっくばらんな研修会です。市民の皆さん

はじめ、多くの皆さんのご参加をお待ちしています！

参加
無料

雑がみ（ティッシュ箱、紙バック、菓子箱など）はリサイクルしましょう。 14広報あき 令和2年 11月



　障がいがある人を対象とした手当は次のような

ものがあります。いずれの手当も所得や障がいの

程度によって支給制限がありますので、詳しい内

容についてはお問い合わせください。

　8 月 21 日に PET ボトル分別基準適合物（ベール品）の

品質調査（ふたとラベルがついたままのものや、異物の混

入や汚れのある PET ボトルの数によってランク付けされ

る調査）が実施され、安芸市は今年も引き続き最高評価で

ある A ランクの評価をいただきました。

　市民の皆さんにおかれましては、日ごろよりご協力い

ただき、誠にありがとうございます。

　今後も引き続き限られた資源を大切にし、環境にやさ

しい取り組みにご協力をお願いします。

　PETボトルを飲み終えたら、必ずキャップと

ラベルをはがして軽くゆすいでください。

　医療活動支援を目的にキャップも集めてい

ます。ご協力いただける人は、キャップを外し

たうえで集積場所に設置してあるPETボトル

収集袋（黄色）へ入れてください。

特別障害者手当、障害児福祉手当、
特別児童扶養手当をご存じですか？
■問　福祉事務所障害ふくし係☎35・1009　635・1028

PETボトルの分別に引き続きご協力お願いします！
■問　環境課☎35・1023

▽対象者

　日常生活において常時特別な介護を必要とする

状態にある人で次のいずれかに該当する人

・身体障害者手帳 1 ～ 2 級程度の障がいが 2 つ以

上重複しており、条件を満たしている人

・身体障害者手帳 1 ～ 2 級程度の障がいが 1 つと、

3 級程度の障がいが 2 つ以上重複している人

・内部障がい 1 級程度で、安静度が絶対安静の人

・重度の精神または知的障がいで、日常生活の大

半に介護を必要としている人
＊20 歳以上の在宅で生活をしている人が対象となり、施設に入

所している人や3カ月以上入院している人は対象になりません。

▽手当額（令和 2 年 4 月～）

　月額　27,350 円

【特別障害者手当】

▽対象者

　次のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を自宅

で養育している保護者

・身体障害者手帳 1 ～ 3 級程度の障がいがある人ま

たは 4 級程度の障がいがある一部の人

・療育手帳 A1（最重度）、A2（重度）の障がいがある人

・精神の障がいであって、上記と同程度以上と認め

られる程度の人
＊療育手帳 B1、B2 の人でも精神の障がい（発達障がいを含む）

がある場合は対象になることがあります。

＊対象児童が施設に入所している場合は対象になりません。

▽手当額（令和 2 年 4 月～）

　月額　1 級　52,500 円　　2 級　34,970 円

【特別児童扶養手当】

▽手当額（令和 2 年 4 月～）

　月額　14,880 円

　日常生活において常時介護を必要とする在宅の

20 歳未満の人で次のいずれかに該当する人

【障害児福祉手当】

【PET ボトルの分別方法おさらい】

①キャップをはずす ②ラベルをはがす ③中を軽くすすぐ

安芸市ごみ減量化推進キャラクター

くいしんぼ くまあきくん

・身体障害者手帳 1 級程度の障がいがある人およ

び 2 級程度の障がいがある一部の人

・療育手帳 A1（最重度）、A2（重度）の一部の人

・精神の障がいであって、上記と同程度以上と認

められる人
＊児童福祉施設などに入所している人は対象になりません。

ペットボトルはラベルのフタを外して出しましょう。15 広報あき 令和2年 11月



　市では、新婚世帯に住居費または引っ越し費用

の一部を補助し、新婚生活を支援します。

▽対象者の主な要件

・令和 2 年 4 月１日～令和 3 年 3 月 31 日までの間

に婚姻した夫婦

・婚姻日時点の年齢が夫婦とも 34 歳以下であること

・令和元年中の夫婦の合計所得金額が 340 万円未

満であること

・住居が安芸市内にあり、夫婦とも居住していること

・市税および高知県税の滞納がないこと

▽補助金額

　上限 24 万円

▽補助申請期限

　令和 3 年 3 月 31 日

▽補助対象経費

　令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日までに

要した下記の費用

・結婚を機に新たに物件を購入または賃借する際に要

した費用（物件の購入費、賃料、敷金、礼金など）

・引っ越し業者または運送業者への支払い費用

レンタカーなどを借りて自ら引っ越した場合や、

友人などに手伝ってもらい引っ越した場合の経

費は対象外

新婚世帯の新生活を応援します！
■問　企画調整課企画係☎35・1012

　高知県では、安芸都市計画道路（1・6・2 号安芸

中央線）の変更について、下記により都市計画原案

の縦覧、説明会および公聴会の開催をしますので

お知らせします。

安芸都市計画道路（1・6・2号安芸中央線）の都市計画
原案についての縦覧、説明会、公聴会のお知らせ
■問　高知県土木部都市計画課 計画担当☎088・823・9846

▽縦覧期間

　11 月 18 日（水） ～ 12 月２日（水）

　８時 30 分 ～ 17 時　＊土・日曜日、祝日を除く

▽縦覧場所

・高知県土木部都市計画課（高知県庁 6 階）

　（高知市丸ノ内 1 丁目 2 － 20）

・安芸市建設課（安芸市役所東庁舎 2 階）

　（安芸市矢ノ丸 1 丁目 4 － 40）

【都市計画（原案）の縦覧】

▽と　き

　11 月 25 日（水）19 時～（１時間程度）

▽ところ

　安芸市消防防災センター（西浜 190-1）

【説明会】

▽と　き

　12 月 9 日（水）19 時 ～ （1 時間程度）

▽ところ

　安芸市消防防災センター（西浜 190-1）

＊公聴会に出席して意見を述べようとする人（当該公聴会

縦覧案件に関係する内容に限ります）は、12 月 2 日（水）

までに、意見の要旨とその理由、住所、氏名を記載し

た書面（公述申出書）を高知県知事あてに提出してくだ

さい。郵送の場合は、当日必着とさせていただきます。

＊公聴会で意見を述べようとする人がいないときは、公

聴会は中止します。公聴会を中止する場合は、県都市

計画課ホームページでお知らせします。

▽公述申出書の提出先

　高知県土木部都市計画課

　計画担当（高知県知事あて）

　（〒 780-8570　高知市丸ノ内 1-2-20）

【公聴会】

安芸市フェイスブック  →  http://www.facebook.com/city.aki 16広報あき 令和2年 11月



11 解雇

12
天災などの理由により事業の継続が不可能に

なったことによる解雇

21 雇止め（雇用期間3年以上、雇止め通知あり）

22 雇止め（雇用期間３年未満、契約更新明示あり）

23 期間満了（雇用期間３年未満、契約更新明示なし）

31
事業主の働きかけによる正当な理由のある

自己都合退職

32
事業所移転などに伴う正当な理由のある自己

都合退職

33 正当な理由のある自己都合退職

34
正当な理由のある自己都合退職

（被保険者期間12カ月未満）

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告

において全額が社会保険料控除の対象となります。

その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までに納付し

た保険料が対象です。

　この社会保険料控除を受けるためには、納付した

ことを証明する書類の添付が義務付けられています。

　このため、令和 2 年 1 月 1 日から令和 2 年 9 月

30 日までの間に国民年金保険料を納付された人に

ついては、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明

書」が 11 月上旬に日本年金機構本部から送付さ

れますので、年末調整や確定申告の際には必ずこ

の証明書（または領収証書）を添付してください。

　また、令和 2 年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで

の間に今年初めて国民年金保険料を納付された人

は、翌年の２月上旬に送付されます。

　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場

合も、ご本人の社会保険料控除に加えることがで

きますので、ご家族あてに送られた控除証明書を

添付のうえ申告してください。

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」につ

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

■問　市民課国保年金係☎35・1002

いてのご照会は、控除証明書のはがきに表示され

ている電話番号にお問い合わせください。

11月30日は「年金の日」です！！
■問　南国年金事務所☎088・864・1111

 　厚生労働省では、「国民一人一人、「年金ネット」な

どを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らし

ていただく日」として、11（いい）月 30（みらい）日を「年

金の日」としました。

　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」

で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、未

来の生活設計について考えてみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご

自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見

込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパター

ンの試算をすることもできます。

　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホー

ムページでご確認いただくか、南国年金事務所にお問

い合わせください。

解雇や倒産などで離職した人には、国保税の
軽減制度があります ■問　市民課国保年金係☎35･1002

　解雇や倒産などによる離職により、国民健康保険に加入した人には国民健康保険税の軽減制度がありま

す。軽減を受けるには必ず申請が必要です。また所得の申告をしていないと軽減を受けることができません。

19 歳以上の国保の人は、収入がなくても申告が必要です。申告がお済みになっていない人は、至急申告を

お願いします。

○軽減内容と期間は？

　国民健康保険税は前年の所得で算定しています。

軽減を行うと、前年の給与所得を 3 割に減額して

算定します。軽減の期間は離職日の翌日から翌年

度末までです。

＊ハローワークから渡される「雇用保険受給資格者証」の第 1 面

　「離職理由」欄に右記のコードが記載されている人が対象です。

○軽減制度の対象となるのは？

次の①～③すべてに当てはまる人です。

①平成21年3月31日以降に離職 

②離職日の時点で65歳未満 

③倒産・解雇・雇い止めなどによる離職（＊） 

○申請に必要なものは？

・ハローワークでもらえる雇用保険受給資格者証

・身分証明書（運転免許証など）

・印かん

17 広報あき 令和2年 11月



後期高齢者医療保険料の還付について
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　後期高齢者医療保険料は所得更正、

転出、死亡などにともない還付が発生

する場合があります。

　対象となる人には毎月通知文書を送

付しています。

　安芸市に口座登録のない人は現金還

付となりますので、通知文書が届きまし

たら、次のものをお持ちのうえ、市役

所会計課か国保年金係へお越しくださ

い。詳しい内容は届きました通知文書

をご覧ください。
今一度未納になっていないか

ご確認ください。

▽持ち物

・印かん（認印可）

・身分確認できるもの（免許証、被保険者証など）

・通知文

後期高齢者医療保険料の第5期納期限
■問　市民課国保年金係☎35・1002

11月30日(月)

　秋の全国火災予防運

動は、これから火災が

発生しやすくなる時季

を迎えるにあたり、防

火に対する意識を高め

ることを目的としてい

ます。安芸市では、火

災の件数が令和 2 年 9

月 1 日時点で昨年一年

間の件数を上回ってお

り、より一層の防火に

対する意識を高める必

要があります。この期間を機に、ご家庭や職場の防

火対策がしっかりされているか見直しましょう。

○火事の主な原因と対策

【原因①】放火

対策：物置、車庫には必ずカギをかけ家の周りに燃

えやすいものを置かない。

【原因②】タバコ

対策：必ず灰皿のあるところで吸い、吸殻は完全に

火が消えたことを確認して捨てる。寝たばこ、

投げ捨ては絶対にしない。

【原因③】コンロ

対策：電話や来客を対応するちょっとした間も必ず火

を消す。ガスコンロの場合はゴム管には止め

金具をつけ、古いゴム管は早く取り換える。使

い終わったら必ず元栓を閉める。

体の具合が悪くなったが、

119 番通報迷ったときは？

住宅用火災警報器の取り付けは済みましたか？

「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」

2020年度　全国統一防火標語

　消防に対する正しい認識を深め、防災意識の高揚

を図ることを目的に、11 月９日を「119 番の日」と

　最近、本来の 119 番の間違った使い方が増えてい

ます。市民の皆さんからの的確な 119 番通報が迅

速な消防活動につながります。正しい 119 番通報を

お願いします。

　高知県救急医療情報センターを活用しよう！年中

無休の 24 時間体制で、患者の場所や症状に応じて

今診療している医療機関を紹介しています。

　平成 23 年 6 月 1 日からすべての住宅で住宅用

火災報知器の設置が義務付けされています。住宅

用火災警報器は、火災により発生する熱や煙を感知

し、音や音声により火災の発生を知らせてくれる機

器です。まだ、設置していないご家庭は、早急に設

置するようにしましょう。すでに設置されているご家

庭は、定期的に点検しましょう。

■問　高知県救急医療情報センター

　　　☎ 088・825・1299

　　　＊重症の場合はすぐに 119 番通報を！

■問　消防本部消防課予防係☎ 37・9103

11月9日～11月15日　秋の全国火災予防運動
■問　消防本部☎34・1244　637・9104

しています。

生ごみは、ひとしぼりして水切りを！ごみの量が減らせます。 18広報あき 令和2年 11月



　高知地方法務局と高知県人権擁護委員連合会で

は、女性の人権問題解消に向け、下記のとおり電

話相談の強化週間を実施します。相談は無料、秘

密は厳守します。

○農地法第 3 条許可申請とは？

　農地などを耕作するために所有権を移転したり、

借りたりする場合は農地法第 3 条許可申請書を農

業委員会に提出し、許可を得る必要があります。

個人が農地の権利を取得する場合は次の許可要件

を満たす必要があります。

▽と　き　11 月 12 日（木）～ 11 月 18 日（水）

　　　　　平　日：8 時 30 分 ～ 17 時

　　　　　土・日：10 時 ～ 17 時

▽開設場所　高知地方法務局人権擁護課

　　　　　　（土・日は高松法務局人権擁護部）

○許可の条件

・農地を取得する者が所有農地や借りている農地

をすべて効率的に耕作している（世帯員が所有し

ているものも含みます。不耕作地がないこと）。

・農地を取得する者が農作業に常時従事している

▽電話番号

　☎0570（070）810（全国共通ナビダイヤル）

　＊一部のＩＰ電話からはご利用できない場合があります。

▽内　容

ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラス

メント、ストーカー、離婚問題、暮らしの悩みごと

など女性をめぐる人権問題

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

農地を売買や贈与する時には農地法第３条の
許可が必要です！

■問　高知地方法務局人権擁護課☎088・822・3503

■問　農業委員会☎35・1015

■問　平日：環境課☎35・1023　　土・祝日：最終処分場☎34・1353

資源ごみ収集日一覧表

11月の資源ごみ収集日

「缶・紙・布・ペットボトル」の日 「ビン・有害ごみ」の日

缶・スプレー缶・紙（新聞とチラシ・雑誌・ダン

ボール・紙パック・雑がみ）・古着・ペットボトル

ビン・乾電池・蛍光灯・電球・

体温計・温度計・ライター

久世町・庄之芝町・染井町・桜ヶ丘町・

幸町・宝永町・黒鳥・植野・井ノ口・栃ノ木 毎週月曜（2日・9日・16日・23日・30日） 毎月第１・３水曜（4日・18日）

本町1～5丁目・土居・僧津・伊尾木・下山 毎週火曜（3日・10日・17日・24日）
毎月第２・４水曜（11日・25日）花園町・東浜・矢ノ丸1～4丁目・港町1～

2丁目・内原野・花・川北・江川・小松原 毎週木曜（5日・12日・19日・26日）

日ノ出町・寿町・清和町・千歳町・

津久茂町・馬ノ丁・赤野・穴内 毎週金曜（6日・13日・20日・27日） 毎月第１・３水曜（4日・18日）

畑山・尾川

毎週水曜日（4日・11日・18日・25日）東川　八ノ谷・丸石・黒瀬・大井・古井・

　　　別役・入河内・奈比賀・長山

中郷 毎月第３水曜（18日）

一般廃棄物最終処分場（安芸市リサイクルプラザ）は日曜日以外受け入れしています。

受け入れ時間 月～金曜日は 8 時 30 分～ 16 時 30 分　　土曜日は 8 時 30 分～ 12 時　13 時～ 16 時 30 分

（ ）

○申請の手続き

　申請用紙は農業委員会にあります。また、不耕

作地などがある場合は、許可できないこともあり

ますので、事前にご相談ください。

　詳しくは農業委員会にご相談ください。

＊毎月 5 日（当日が閉庁日の場合は直近後の開庁日）まで

に申請があったものは申請月に開催される定例会で審査

します。

こと（年間 150 日以上）。

・農地取得後の経営面積が 40a 以上になること。

・取得農地の集団化、効率化に影響を与えないこと。

指定袋に入れて、口をしっかり縛ってごみ出しを！19 広報あき 令和2年 11月



催
　
し

や
の
ま
る 

に
こ
に
こ
ひ
ろ
ば

園
庭
開
放

犬
の
し
つ
け
に
つ
い
て

学
ん
で
み
ま
せ
ん
か

女
性
の
家 

11
月
の
常
掲
展

「
押
し
花
展
」

「
ほ
っ
と
会
」
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

成
人
式
の
ご
案
内

　

子
育
て
中
の
皆
さ
ん
！
お
子
さ
ん

と
一
緒
に
保
育
園
に
遊
び
に
来
ま
せ

ん
か
？
お
も
ち
ゃ
や
絵
本
、
季
節
の

遊
び
が
楽
し
め
ま
す
。

　

妊
娠
さ
れ
て
い
る
人
も
気
軽
に
足

を
運
ん
で
く
だ
さ
い
ね
。

▽
と　

き

　

11
月
12
日（
木
）・
26
日（
木
）

　

9
時
30
分 

～ 

11
時

▽
と
こ
ろ

　

矢
ノ
丸
保
育
園 

乳
児
棟

▽
対　

象

 

・
0
歳 

～ 

5
歳
ま
で
の

　

未
就
学
児
と
そ
の
保
護
者

 

・
妊
婦
さ
ん

▽
持
ち
物

　

着
替
え
、
お
茶
、
タ
オ
ル
な
ど

■
問

　

矢
ノ
丸
保
育
園

　

☎
6
35
・
3
6
0
0

　

令
和
3
年
安
芸
市
成
人
式
を
次
の

日
程
で
行
い
ま
す
。

▽
と　

き

　

令
和
3
年
1
月
3
日
（
日
）

　

13
時 

～

　

（
受
付 

12
時 

～ 

13
時
）

▽
と
こ
ろ

　

市
民
会
館 

大
ホ
ー
ル

▽
新
成
人
対
象
者

　

平
成
12
年
4
月
2
日 

～

　

平
成
13
年
4
月
1
日
ま
で
に

　

生
ま
れ
た
人

＊
進
学
や
就
職
な
ど
で
市
外
に
引
っ
越
し

さ
れ
た
人
も
参
加
で
き
ま
す
。
参
加
を

希
望
の
人
は
11
月
末
ま
で
に
生
涯
学
習

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問

　

生
涯
学
習
課
☎
35
・
1
0
2
0

　

今
月
の
常
掲
は
、
有
澤
紀
代
さ
ん

（
花
と
遊
ぼ
う
会
）
の
押
し
花
展
で

す
。
庭
や
自
然
に
あ
る
草
花
を
押
し

て
、
額
装
に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

▽
と　

き

　

私
た
ち
は
、
発
達
障
が
い
や
精
神

疾
患
の
家
族
が
い
る
人
の
集
ま
り
で

す
。
み
ん
な
で
お
茶
し
な
が
ら
、
日

ご
ろ
不
安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
や
悩

ん
で
い
る
こ
と
を
一
緒
に
話
し
て
、

「
ほ
っ
と
」
し
て
み
ま
せ
ん
か
？　

　

お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

▽
と　

き

　

11
月
17
日（
火
）

　

毎
月
第
3
火
曜
日

　

18
時
30
分 

～ 

20
時

▽
と
こ
ろ

　

総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

　

ふ
れ
あ
い
研
修
室

▽
参
加
費

　

1
0
0
円（
お
茶
菓
子
代
）

■
問

　

福
祉
事
務
所
障
害
ふ
く
し
係

　

☎
35
・
1
0
0
9 

6
35
・
1
0
2
8

都
合
に
よ
り
閉
館
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

お
知
ら
せ

D
V
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す

「
安
芸
市
災
害
時
医
療
救

護
活
動
訓
練
」
の
中
止
に

つ
い
て

　

11
月
22
日
（
日
）
に
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
し
た
「
安
芸
市
災
害
時
医
療

救
護
活
動
訓
練
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
、
今
年
度
の
開
催
は
中
止

す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

参
加
を
予
定
さ
れ
て
い
た
皆
さ
ん

に
は
誠
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

■
問

　

健
康
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
「
元
気
館
」

　

☎
32
・
0
3
0
0  

6
32
・
0
3
0
1

　

家
庭
内（
夫
婦
間
、
親
子
間
の
暴
力
）

　

11
月
2
日（
月
） 

～ 

27
日（
金
）

　

9
時
～
17
時

　

（
12
時
～
13
時
を
除
く
）

　

＊
日
曜
・
祝
日
は
休
館

▽
と
こ
ろ

　

女
性
の
家
１
階
ロ
ビ
ー

■
問　

女
性
の
家
☎
34
・
3
5
1
4

　

安
芸
福
祉
保
健
所
で
は
、
飼
い
犬

の
日
ご
ろ
か
ら
の
飼
養
管
理
や
、
災

害
時
の
同
行
避
難
な
ど
を
学
ぶ
た
め

に
、
犬
の
し
つ
け
方
教
室
を
開
催
し

ま
す
。

▽
と　

き

　

12
月
6
日（
日
）

　

13
時
30
分 

～ 

15
時
30
分

▽
と
こ
ろ　

安
芸
総
合
庁
舎

　

（
矢
ノ
丸
1ｰ

4ｰ

36
）

▽
講　

師

　

（
公
社
）日
本
愛
玩
動
物
協
会

　

高
知
県
支
所

▽
対
象
人
数
な
ど
（
先
着
順
）

坂本龍馬書状 乙女あて

　

飼
い
主
、
飼
う
予
定
の
人　

20
人

　

飼
い
主
と
飼
い
犬　

3
組

＊
狂
犬
病
予
防
注
射
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

済
、
最
低
限
社
会
化
さ
れ
た
犬
で
あ

る
こ
と
。

▽
申
込
方
法　

電
話

▽
締
め
切
り

　

12
月
3
日（
木
）

■
問

　

安
芸
福
祉
保
健
所
衛
生
環
境
課

　

大
西
、
須
賀
☎
34
・
3
1
7
3

　

山
内
家
伝
来
の
古
文
書
な
ど
を
通

し
て
土
佐
藩
の
歴
史
を
紹
介
し
ま

す
。
今
回
の
特
集
で
は
、
坂
本
龍
馬

な
ど
幕
末
維
新
期
に
活
躍
し
た
人
物

の
手
紙
を
展
示
し
、「
偉
人
の
横
顔
」

に
迫
り
ま
す
。

▽
と　

き

　

12
月
14
日（
月
）ま
で
開
催
中

　

9
時 

～ 

18
時

＊
11
月
13
日（
金
）～
総
合
展
示
室
Ⅱ
で
は

特
集
コ
ー
ナ
ー
「
末
広
が
り
で
お
め
で

た
く
」
を
開
催

▽
と
こ
ろ

　

県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館

▽
観
覧
料　

5
0
0
円

＊
高
校
生
以
下
と
県
内
65
歳
以
上
は
無

料
。
高
知
城
と
の
セ
ッ
ト
券
7
4
0

円
。
11
月
4
日
～
12
日
の
期
間
は
す
べ

て
の
人
が
無
料
。

 

■
問

　

県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館

　

☎
0
8
8
・
8
7
1
・
1
6
0
0

総
合
展
示
室
Ⅰ

土
佐
藩
の
歴
史
（
第
3
期
）

特
集 

「
偉
人
の
横
顔
」　

高
知
城
歴
史
博
物
館

特
集
コ
ー
ナ
ー

→　市役所代表 635・4445 までお問い合わせください。 20広報あき 令和2年 11月



忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

自
賠
責 

自
賠
責
保
険
・

自
賠
責
共
済
の
ご
案
内

『
S
マ
ー
ク〈
標
準
営
業
約
款

制
度
〉』を
ご
存
知
で
す
か
！

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

（
日
本
政
策
金
融
公
庫
）
の

ご
案
内

安
芸
お
も
ち
ゃ
病
院

安
芸
市
戦
没
者
追
悼
式

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す
べ
て

の
ク
ル
マ
・
バ
イ
ク
1
台
ご
と
に
加

入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
加
害

者
の
賠
償
責
任
を
担
保
す
る
こ
と

で
、
被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を
保

障
す
る
制
度
で
あ
り
、
被
害
者
の
救

済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▽
自
賠
責
保
険
・
共
済
未
加
入

　

で
の
運
行
は
法
令
違
反
で
す
！

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一
の

自
動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対
人

賠
償
を
目
的
と
し
て
、
自
動
車
損
害

賠
償
保
障
法
に
基
づ
き
、
原
動
機
付

自
転
車
を
含
む
す
べ
て
の
自
動
車
に

加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
自

賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
運
行
す
る

こ
と
は
法
令
違
反
で
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
！

　

四
輪
車
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
特

に
、
車
検
制
度
の
な
い
2
5
0
cc
以

下
の
バ
イ
ク（
原
動
機
付
自
転
車
・

軽
二
輪
自
動
車
）
は
、
有
効
期
限
切

れ
、
か
け
忘
れ
に
ご
注
意
を
！

　

な
お
、
自
賠
責
制
度
の
詳
し
い

内
容
は
、h

ttp
:/
/
w
w
w
.jib
a
i.jp

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

■
問

　

国
土
交
通
省
四
国
運
輸
局
高
知
運
輸

　

支
局
輸
送
・
監
査
部
門

　

☎
0
8
8
・
8
6
6
・
7
3
1
1

　

高
校
、
大
学
な
ど
へ
の
入
学
時
・

在
学
中
に
か
か
る
費
用
を
対
象
に
し

た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。
お
子
さ

ん
1
人
に
つ
き

3
5
0

万
円
以
内

を
固
定
金
利（
年

1
.
6
8
％（
令

和
2
年
11
月
2
日
現
在
））
で
利
用
で

き
、
在
学
期
間
内
は
利
息
の
み
の
ご

返
済
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

で
検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、
左
記
の

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
問

　

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
0
5
7
0
・
0
0
8
6
5
6

　

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

ま
た
は

　

☎
03
・
5
3
2
1
・
8
6
5
6

　

高
知
労
働
局
で
は
、
県
内
す
べ
て

の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
「
高
知
県

最
低
賃
金
」
を
改
正
し
、
令
和
2
年

10
月
3
日
か
ら
施
行
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
決
定
に
よ
り
、
10
月
3
日
以

降
分
と
し
て
労
働
者
に
支
払
う
賃
金

は
、
1
時
間

7
9
2

円
以
上
と
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
問

　

高
知
労
働
局
賃
金
室

　

☎
0
8
8
・
8
8
5
・
6
0
2
4

　

安
芸
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
35
・
2
1
2
8

　

お
も
ち
ゃ
ド
ク
タ
ー
が
、ミ
ニ
カ
ー

や
ラ
ジ
コ
ン
な
ど
壊
れ
た
お
も
ち
ゃ

の
診
察
、
修
理
し
、
即
日
ま
た
は
2

週
間
後
に
返
却
し
ま
す
。
ど
ん
な
状

況
の
お
も
ち
ゃ
で
も
対
応
し
ま
す
の

で
、
一
度
見
せ
に
来
て
く
だ
さ
い
。

＊
無
料
で
す
が
、
部
品
代
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
と　

き

　

毎
月
第
2
、
第
4
日
曜
日

　

11
月
は
8
日
と
22
日

　

10
時
～
12
時

▽
と
こ
ろ　

観
光
情
報
セ
ン
タ
ー

■
問

　

安
芸
お
も
ち
ゃ
病
院 

清
岡
さ
ん

　

☎
34
・
4
4
0
4

最
低
賃
金
改
正
の

お
知
ら
せ

　

厚
生
労
働
大
臣
の
認
め
た
ル
ー
ル

に
従
っ
て
、
お
客
さ
ん
に
安
心
・
安
全
・

清
潔
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る

お
店
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

高
知
県
で
は
、
理
容
・
美
容
・
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
の
3
業
種
で
こ
の
制
度

を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　

毎
年
11
月
を
「
標
準
営
業
約
款
普

及
登
録
推
進
月
間
」
と
し
て
、
消
費

者
の
皆
さ
ん
に
S
マ
ー
ク
を
知
っ
て

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
営
業
者
の
人

に
は
登
録
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　

お
近
く
の
店
先
を
探
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

　

多
く
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
た
先

の
大
戦
か
ら
75
年
の
歳
月
が
経
ち

ま
し
た
。

　

本
市
で
は
、
戦
争
の
悲
惨
さ
と
平

和
の
尊
さ
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く

次
世
代
に
語
り
継
ぎ
、
世
界
平
和
を

祈
念
す
る
た
め
、
11
月
10
日
に
安
芸

市
戦
没
者
追
悼
式
を
行
い
ま
す
。
本

年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
防
止
お
よ
び
参
加

者
へ
の
感
染
防
止
・
安
全
面
を
考
慮

し
、
ご
遺
族
の
み
に
参
加
者
を
限
定

し
て
執
り
行
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
問

　

市
民
課
市
民
係
☎
35
・
1
0
0
1

■
問

　

（
公
財
）高
知
県
生
活
衛
生

　

営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

　

☎
0
8
8
・
8
5
5
・
5
1
0
0

お
よ
び
恋
愛
関
係
の
当
事
者
間
に
お

け
る
暴
力
な
ど
に
つ
い
て
、
専
門
の

相
談
員
に
よ
る
相
談
窓
口
を
開
設
し

て
い
ま
す
。
ま
ず
は
電
話
で
相
談
を
！

＊
相
談
員
は
こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
の
支
援
員
で
す
。

＊
電
話
で
の
相
談
時
に
は
住
所
、
氏
名
は

言
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
（
通
話
料
は

自
己
負
担
で
す
）
。

＊
来
所
に
よ
る
相
談
も
可
能
で
す
。

▽
と　

き

　

毎
月
第
2
、第
4
金
曜
日

　

11
月
は
13
日
、
27
日

　

10
時
～
15
時

▽
と
こ
ろ

　

総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
1
階

　

相
談
室

▽
対
象
者

　

市
内
在
住
の
人

■
問

　

☎
0
8
0
・
3
1
6
7
・
2
9
1
8

　

☎
35
・
1
0
0
9　

6
35
・
1
0
2
8

【
D
V

相
談

：

相
談
窓
口
】

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
生
活
不
安
・
ス
ト
レ

ス
に
よ
り
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力

（
D
V
）
の
増
加
や
深
刻
化
が
懸
念
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

夫
婦
の
間
な
ど
で
「
暴
力
を
振
る

わ
れ
て
い
る
」「
辛
い
」
と
感
じ
た
ら
、

ま
ず
は
、
こ
ち
ら
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

①
全
国
共
通
相
談
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
#
8
0
0
8

②
D
V
相
談
＋（
プ
ラ
ス
） 

・
24
時
間
対
応
電
話

　

☎
0
1
2
0
・
2
7
9
・
8
8
9

・
S
N
S
相
談

　
（
受
付
時
間
：
12
時 

～ 

22
時
ま
で
）
、

　

メ
ー
ル
相
談
（
24
時
間
受
付
）

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク
セ
ス
：

h
ttp

s
://s

o
u
d
a
n
p
lu

s
.jp

　

・
外
国
人
相
談
者
向
け
相
談

　
（
受
付
時
間
：
12
時 

～ 

22
時
ま
で
）

＊
S
N
S
相
談
に
よ
り
対
応
予
定

・
W
E
B
面
談

　
（
相
談
状
況
に
応
じ
て
対
応
）

＊
各
相
談
の
受
付
期
間
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
感
染
症
対
策
の
状
況
に
よ
り
変
わ

り
ま
す
。

第
2
・
第
4
金
曜
日
以
外
の
平
日

8
時
30
分
～
17
時
15
分
は
福
祉

事
務
所
障
害
ふ
く
し
係
で
対
応
し

ま
す

本文にFAX番号の記載がない場合のお問い合わせは　→21 広報あき 令和2年 11月



11月の
 日 月 火 水 木 金 土

3

10

17

24

4

11

18

25

１

8

15

22

29

２

9

16

23

30

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

 

 

 

 

休

館

日

×印は休館日 ○印はおはなし会　

○

安芸市民図書館☎ 35・5638

「ディック・ブルーナ」
●ブルース・イングマン　ラモーナ・レイヒル　著

（河出書房新社）

　世界中で愛されているキャラクター“ミッ

フィー”を生み出したディック・ブルーナ

を知っていますか？

　本書は、そのディック・ブルーナについ

て書かれた伝記です。ブルーナの生涯やミッ

フィーの生まれた経緯など、彼の人生が詳

しく書かれています。

　今年はミッフィー生誕 65 周年です。

どんな人がミッフィーという世界に愛され

るキャラクターを作ったのか、読んでみま

せんか？

＝11月の新刊案内＝
[ 児童書 ]

▽つるたあき「かえるじゃん」　▽どいかや「ねこのニャンルー」

▽楓真知子「たびにでた」　　　▽大森裕子「ちかてつもぐらごう」

▽ロザンヌ・パリー「オオカミの旅」ほか

[ 一般書 ]

▽坂口恭平「自分の薬をつくる」　▽櫛木理宇「虜囚の犬」

▽西條奈加「心寂し川」　　　　　▽原田ひ香「口福のレシピ」

▽梶海斗「無人島冒険図鑑」ほか

【開館時間】

平日 → 9時30分 ～ 19時まで

土日 → 9時30分 ～ 17時まで

【童（わらし）っ子】

絵本の読み聞かせなどを行います。

＊新型コロナウイルス感染症拡大状況

　により中止になる場合があります。

▽と　き

　11月7日（土）　14時 ～

皆さんのご来場をお待ちしています。

▽ところ　市体育館

▽前夜祭（入場無料）

　11 月 6 日（金）　18 時 ～ 19 時 30 分

▽一般作品展示

　11 月 7 日（土）～ 15 日（日）

　9 時 ～ 19 時

　（最終日は、16 時に終了）

▽小中作品展示

　11月 18日（水）～ 26日（木）

　9 時 ～ 19 時

▽入場料

　【一般作品展示】一般 200 円、高校生以下無料

　【小中作品展示】一般 100 円、高校生以下無料

▽入場についてのお願い

・入場口での検温をお願いします。体温が 37.5℃以

上の場合はご入場をご遠慮いただきます。

・発熱や咳、咽頭痛など症

状がある場合はご入場を

ご遠慮ください。

・館内の混雑状況によって

は、入場制限を設ける場

合があります。

・ご来場時、代表者の連

絡先記入のご協力をお願

いします。

＊新型コロナ感染症拡大防止のため、変更や中止となる可能性があります。

第66回 安芸市美術展覧会
■問　生涯学習課☎35・1020

講評会は、コロナウィルス感染

拡大防止のため中止します

安芸市フェイスブック  →  http://www.facebook.com/city.aki 22広報あき 令和2年 11月



9 月  市長の活動　この公務記録には、庁内での打合せ、ご面会等は掲載していません。

安芸市・芸西村火災救急出動状況

火

災

救

急

9　月　分 累　　　計

安芸市芸西村 計 安芸市芸西村 計
種 　 別

建 物

林 野

そ の 他

　 計 　

急 病

交通事故

一般負傷

転 院

そ の 他

　 計 　

1

0

0

1

58

6

14

18

4

100

0

0

0

0

16

1

1

8

26

1

0

0

1

74

7

15

26

4

126

5

0

4

9

433

35

124

145

21

758

1

0

1

2

114

8

21

43

2

188

6

0

5

11

547

43

145

188

23

946

一般廃棄物最終処分場放流水水質検査

pH

５．８～８．６

５．８～８．６

7.7

処分場独自排水目標

法排水基準

9月 2日

ＳＳ
mg/ℓ

２０以下

１５０以下

1.0未満

ＣＯＤ
mg/ℓ

２０以下

１２０以下

1.2

ＢＯＤ
mg/ℓ

１０以下

１２０以下

０．５未満

大腸菌群数
個/㎖

３，０００以下

３，０００以下

３０未満

採取試験日

総人口   　16,905人

8,080人男

8,825人女

（前月比：28人減）

（　〃　： 9人減）

（　〃　：19人減）

世帯数 8,211

6,550人

1,447人

2,850人

229人

1,929人

1,957人

174人

684人

1,085人

安芸町

伊尾木

川　北

東　川

土　居

井ノ口

畑　山

穴　内

赤　野

（＊地区別人口）

【令和2年9月末日現在】（外国人含む）

人 口 統 計

＊地区別人口の地区内訳は令和2年4月号P25を参照してください。

相 談

▽と　き　11 月 5 日（木）　10 時 ～ 15 時

　　　　　（12 時から 13 時まで昼休み）

▽ところ　総合社会福祉センター

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で変更する場合が

　あります。

■問　法務局安芸支局☎ 35・2272

▽と　き　11 月 18 日（水）　10 時 ～ 12 時

▽ところ　総合社会福祉センター

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で変更する場合が

　あります。

■問　総務課☎ 35・1000

▽と　き　11 月 5 日（木）　10 時 ～ 14 時 30 分

　　　　　（12 時から 13 時まで昼休み）

▽ところ　総合社会福祉センター 2 階 中会議室

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で変更する場合が

　あります。

■問　南国年金事務所☎ 088・864・1111

▽と　き　11 月 16 日（月）13 時 30 分～ 15 時 30 分

▽ところ　安芸ひまわり基金法律事務所（商工会議所2階）

＊相談無料　1 人 30 分で予約制

＊借金などでお困りの人については、随時無料で受け付けしています。

＊法テラスの制度も使えます。

■問　安芸ひまわり基金法律事務所☎ 35・8200

行 政相談

人 権相談

年 金相談

法 律相談

9
月
1
日（
火
）

・
庁
議

・
第
63
回
金
婚
夫
婦
祝
福
式
典
に

出
席

9
月
2
日（
水
）

・
課
長
会
・
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
会

・
定
例
記
者
会
見

・
県
安
芸
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
所

長
ほ
か
と
の
協
議

9
月
3
日（
木
）

・
県
安
芸
地
域
産
業
振
興
監
ほ
か

と
の
協
議

9
月
4
日（
金
）

・
災
害
対
策
本
部
設
置
準
備
会
議

9
月
5
日（
土
）

・
高
知
河
川
国
道
事
務
所
長
ほ
か

と
の
懇
談

9
月
6
日（
日
）

・
災
害
対
策
本
部
設
置
準
備
会
議

9
月
7
日（
月
）

・
災
害
対
策
本
部
会
議

9
月
8
日（
火
）

（
在
庁
）

9
月
9
日（
水
）

・
市
監
査
委
員
と
の
協
議

・
K
o
c
h
i

黒
潮
カ
ン
ト
リ
ー

ク
ラ
ブ
取
締
役
会
長
ほ
か
と
の

懇
談

・
安
芸
地
域
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
に
出
席

9
月
10
日（
木
）

・
四
国
電
力
㈱
高
知
支
店
長
・
四

国
電
力
送
配
電
㈱
高
知
支
社
長

ほ
か
と
の
懇
談

9
月
11
日（
金
）

・
市
森
林
整
備
促
進
協
議
会

・
自
衛
隊
高
知
地
方
協
力
本
部
長

ほ
か
と
の
懇
談

9
月
14
日（
月
）

（
在
庁
）

9
月
15
日（
火
）

・
こ
う
ち
安
芸
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
㈱

専
務
と
の
協
議

・
総
務
省
高
知
行
政
監
視
行
政
相
談

セ
ン
タ
ー
所
長
・
高
知
行
政
相
談

委
員
協
議
会
会
長
と
の
懇
談

9
月
16
日（
水
）

（
在
庁
）

9
月
17
日（
木
）

・
９
月
市
議
会
定
例
会（
開
会
）

・
野
町
県
議
会
議
員
と
の
協
議

9
月
18
日（
金
）

・
交
通
安
全
市
民
会
議
功
労
者
表

彰
式

・
臨
時
課
長
会

・
副
知
事
と
の
協
議（
高
知
市
）

9
月
23
日（
水
）

・
市
議
会
定
例
会（
質
疑
）

・
臨
時
課
長
会

9
月
24
日（
木
）

・
県
安
芸
地
域
産
業
振
興
監
と
の

協
議

・
四
国
地
方
整
備
局
企
画
部
長
ほ

か
と
の
懇
談

・
野
町
県
議
会
議
員
と
の
協
議

9
月
25
日（
金
）

・
教
育
委
員
辞
令
交
付

9
月
28
日（
月
）

（
在
庁
）

9
月
29
日（
火
）

・
監
査
委
員
辞
令
交
付

9
月
30
日（
水
）

・
市
議
会
定
例
会（
一
般
質
問
）

23 広報あき 令和2年 11月



24広報あき 令和2年 11月



25 広報あき 令和2年 11月



26広報あき 令和2年 11月



27 広報あき 令和2年 11月



  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載され

ている行事、講座、窓口の開設などが中止または延期に

なる場合があります。各行事などの実施については、お

出かけの前に、市ホームページやお問い合わせなどによ

りご確認いただきますようお願いします。

日 曜 11月の主な行事 時　間 場　所

＊新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更となる場合があります。

金6 第66回市展  前夜祭 市体育館18：00 ～ 19：30

土7

第66回市展

一般作品展示（～15日）

＊15日は16時に終了

市体育館9：00 ～ 19：00

水18
第66回市展

小中作品展示（～26日）
市体育館9：00 ～ 19：00

　

今
月
号
の
特
集
で
は
、
安
芸
市
の
「
ふ
る
さ
と
納
税
」

の
現
状
や
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
返
礼
品
協
力
事
業

者
さ
ん
の
思
い
な
ど
を
お
届
け
し
ま
し
た
。

　

2
0
0
8
年
に
新
規
参
入
し
、
ま
だ
ま
だ
発
展
途
上

だ
っ
た
本
市
の
ふ
る
さ
と
納
税
事
業
は
、
市
内
事
業
所

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、
11
年
の
歳
月
の
中
で
大

き
く
飛
躍
を
遂
げ
、
今
や
全
国
各
地
の
方
か
ら
多
く
の

応
援
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

遠
く
離
れ
て
い
て
も
、「
ふ
る
さ
と
安
芸
」
を
想
う
気
持
ち
を
一

つ
に
す
る
方
た
ち
が
全
国
に
も
多
く
い
る
と
思
う
と
、
と
て
も
頼
も

し
く
、
ま
た
誇
ら
し
く
思
い
ま
す
。

　

私
も
取
材
に
行
く
た
び
に
、
安
芸
市
の
魅
力
を
再
発
見
し
、
ま
だ

伝
え
き
れ
て
い
な
い
魅
力
が
数
多
く
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
今
回

の
特
集
で
、
さ
ら
な
る
市
内
事
業
者
か
ら
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
よ

り
魅
力
あ
ふ
れ
る
「
ふ
る
さ
と
安
芸
」
を
全
国
に
発
信
し
て
い
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

（
嗣
）
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